
 

 

 

健康ちば地域・職域連携推進協議会の概要・開催状況 

 
（１）設置根拠 

  ・地域保健法第 4 条に基づく基本指針 
  ・健康増進法第 9 条に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 
 

（２）設置目的 

    広域的な地域保健と職域保健の連携を図り、地域の実情に応じた協力体制による生涯を通

じた継続的な保健サービスの提供・健康管理体制を整備・構築するとともに、健康ちば２１

（健康増進計画）の推進に寄与する。 
 

（３）設置年月日   平成１８年８月１日 

 

（４）委 員 数   ２２名（委員名簿参照） 
    地域保健関係機関（３）、職域保健関係機関（５）、医療保険者（３）、健診機関（１）、 

保健医療関係団体（５）、学識経験者（２）、県民代表（３） 
 

（５）会議の開催状況 

年度 開催日 主な議題 

R1 

第 1 回 
9 月 4（水） 

・健康ちば２１（第２次）進捗状況等について 
・生活習慣に関するアンケート調査について 
・令和元年度保健所圏地域・職域連携推進事業実施計画について 
・令和元年度共同事業について 
  職場における健康づくり取組事例集について 
  健康な職場づくりセミナーの開催について 

第 2 回 
3 月 6 日（金） 
（書面開催） 

・令和元年度生活習慣に関するアンケート調査結果について 
・令和元年度保健所圏地域・職域連携推進事業実施報告 
・職場における健康づくり取組事例集・健康な職場づくりセミナー 
実施報告 

・元気ちば！健康チャレンジ・ポイント事業について 

R2 

第 1 回 
9 月 10（木） 
（書面開催） 

・健康ちば２１（第２次）進捗状況等について 
・令和２年度保健所圏地域・職域連携推進事業実施計画について 
・共同保健事業の進捗状況ついて 
・健康な職場づくり取組事例の集積について 
・令和２年度健康な職場づくりセミナーの開催について 

第 2 回 
3 月 5 日（金） 
（中止） 

新型コロナウイルス感染症への対策を最優先に取組むため中止とし

た。 
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健康ちば２１（第２次）の概要 

 

１ 計画の位置づけ 

   健康増進法第８条による都道府県健康増進計画。県民の健康づくりに関す 
る計画であり、「千葉県保健医療計画」など他の県計画と整合を図る。 

２ 計画の期間 

平成２５～令和４年度までの１０年計画。 
５年目の平成２９年度に中間評価を実施。 

３ 計画の概念 

   基本理念：県民が健康でこころ豊かに暮らす社会の実現 
   総合目標：①健康寿命の延伸、②健康格差の実態解明と縮小 
   施策の方向性（４つの柱）： 
    Ⅰ 個人の生活習慣の改善とそれを支える環境の整備 

    Ⅱ ライフステージに応じた心身機能の維持・向上 

    Ⅲ 生活習慣病の発症予防と重症化防止 

    Ⅳ つながりを生かし、健康を守り支える環境づくり 

  
 

４ 中間評価の結果について 

働く世代の食生活や運動習慣、休養等の健康課題が明らかになり、計画後半、働く世

代の健康づくりについて推進していくこととした。 
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